
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが
　了解していたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックイン
　する際にお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられ
　ていた場合、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。
　所有者の指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当ホテル
　所定の管理手順に則り処理いたします。なお、現金及び貴重品については発見日を含め7日
　以内に所轄警察署に届け、飲食物、衛生環境を損なう物については、速やかに当ホテル所定
　の管理手順に従い処理いたします。

3.前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管に関する当ホテルの責任は前条の規定に
　準じるものとします。


